
 

 

◇大阪市港湾施設条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 仮設１号上屋及び仮設２号上屋を設置することにしました。 

２ 仮設１号上屋及び仮設２号上屋の等級を低床式・３級とすることにしました。 

３ この規則は、令和８年４月１日から施行することにしました。 

（大阪港湾局施設管理部海務課） 


